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 各指定障害児通所支援事業所運営法人代表者 

                        様 

各指定障害児入所施設運営法人代表者 

 （岐阜市所管の施設等は除く。） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長  

 

教育・保育施設等における食品等の誤嚥による窒息事故の防止について 

 

日頃は県内の障がい福祉施策の推進にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記の件につきまして、こども家庭庁より別紙のとおり通知がありましたので、お知ら

せします。 

つきましては誤嚥によるこどもの窒息事故防止のため、貴法人各施設等におかれまして

は、こども家庭庁通知に掲載の資料等を参照のうえ、事故防止及び事故発生時の対応に万

全を期していただきますようお願いいたします。 
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